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　あけましておめでとうございます。
　皆様方には、お健やかに新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。平素から
当指導センターの運営や諸事業の推進につきまして、格別のご協力を賜り厚くお礼
申し上げます。

　さて、新型コロナは、昨年5月に2類感染症から5類感染症へと移行し、街の賑わいも少しずつ
増えてきましたが、これまでのコロナ禍、近年の国際的な緊張状態による経済環境の悪化は、生活
衛生業にとって厳しい経営状況となっています。

　指導センターとしましても、皆様のご期待に応え、より効果的で効率的な営業指導を提供できるよ
う、新たな改善策等を積極的に取り入れるとともに、様々な情報を迅速に提供し、生衛業界の振興
と健全な発展の年となるよう邁進してまいります。

　202 4年の辰年は、これまで努力してきたことが実を結んで成就する年になると謂われております。
組合員相互一致団結し乗り越えて行きたいと思っております。

　皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。

　国宝松江城をぐるりと囲うお堀に浮かんで、 松江のまち
をゆったり進む屋根つきの小さな船。靴を脱いでぺたりと
腰を下ろしたら、 船頭さんの合図とともに気ままな旅のは
じまりです。待ち構えるは個性豊かな17の橋。四季折々に
うつろう自然と江戸時代の風情を味わいながら船の上なら
ではの景色をゆるりと楽しむことができます。

　冬の風物詩として、「こた
つ船」を冬に運航しており
ます。豆炭を使ったやぐら
こたつにあたりながら、冬
の景色を楽しんでいただく
事ができます。

〔ぐるっと松江堀川めぐり堀川遊覧船HPより〕

ぐるっと松江堀川めぐり
　　　　（堀川遊覧船）

（松江市）

こたつ船

公益財団法人

島根県生活衛生営業指導センター

理事長 福　代　一　成

ビナンカズラ

新年のご挨拶

松江市
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振興交付金事業研修会開催　
研修会テーマ「集客に繋がるPR」

飲食業生活衛生同業組合

　９月11日（月）、雲南市大東町「須賀集会所」
に於いて、㈱LOWP　PRコンサルタント／コピー
ライター　菅野　夕霧氏を講師に、参加数35名
により、集客に繋がるPRをテーマとしたセミナー
を開催いたしました。
　ネットメディアなどを使うことの重要性と、メディアが取り上げたくなる情報発信のノ
ウハウを学びました。松江市でうなぎ店を経営する“福吉”さんは、「最近３回のテレビ
取材を受けたが、なかでも人気番組バナナマンのせっかくグルメ松江の放送後、全国から

問い合わせがあり、集客に繋がり、反響が良
かったです。」と話され、参加者が集客に繋
がる情報を共有しました。
　参加者から、研修会に参加して「大変満足！
今後も開催してほしい！」と感想をいただき
ました。

クリーニング講習会を開催
クリーニング生活衛生同業組合

　令和５年度振興交付金個別事業を、令和５年
10月１日にサンライフ松江にて行いました。
　今期は、組合員様からの提案によりクリーニ
ング特殊技能研修会を行い、参加された15名
の方には終了証をお渡ししました。
　講師理事長によるクリーニングの仕上げを
ビフォーアフターのプリントで説明し、参加者
にとても好評でした。

しまね生衛だより（2） 令和６年１月



トップマスターズモード普及講習会
美容業生活衛生同業組合

　令和５年11月６日（月）　12時より出雲市のアクティー
ひかわにおいて４年振りとなるトップマスターズモード
普及講習会を開催いたしま
した。

　講習会では兵庫県から中馬由美子先生を
お迎えし新しいヘアスタイル、成人式でも使える洋装和装
どちらにでもアレンジ可能なアップスタイルの指導をして
頂きました。
　また、県内講師会員さんによる新しい帯結び「元気（げんき）」「踊（おど）」の展示・

指導も同時に行いました。
　久しぶりの開催となった講習会では多く
の方から「とても楽しい講習会だった」と
のお声も頂きました。
　さらに、11月27日（月）にはこの日に発表
になった帯結びの実技講習会を県内４会場
で開催し沢山の組合員さん、従業員さんが
講習を受講されました。

組 合 ト ピ ッ ク ス

飲食業生活衛生同業組合　青年部
全飲連青年部創立40周年記念福岡県大会参加報告

　令和５年11月６日（月）、福岡県ホテ
ルオークラ福岡に於いて、全飲連創立
40周年記念式典並びに記念講演会、懇
親会が開催され、益田支部青年部より、
会長、副会長、事務局の３名が参加い
たしました。
　式典では、全飲連青年部会　朝日　勤
会長が開会のことばを述べられ、創立
40周年を迎えさらなる組合員の一致団

結、地域との連携、青年部体制の充実、組織拡充を図り、飲食業界の発展に繋がるよう、
社会情勢、時代のニーズの多様化を捉え消費者のさらなる安心、安全に応えていく社会的
責任も果たしていき、連合会や組合運営に取組んでいかなければならないと語られました。
　式典に続き、㈱ふくやの創業２代目　川原　正孝　氏を
講師に迎え、「ふくや版　地域との関わり方　～ふくや創
業者　川原俊夫の思いを今に繋ぐ～」と題した講演会が開
催されました。明太子の歴史、人材の育成を踏まえ、「強
い会社・良い会社」の経営手法について貴重な御講話を
拝聴することができました。

しまね生衛だより （3）令和６年１月



組　合　名 事　務　所　所　在　地 電話番号
島根県飲食業生活衛生同業組合 〒690-0882　松江市大輪町414-9　424号 0852-21-0808
島根県食肉生活衛生同業組合 〒699-2212　大田市朝山町仙山1677-2	 0854-85-7843
島根県理容生活衛生同業組合 〒690-0882　松江市大輪町414-9　414号 0852-21-8865
島根県美容業生活衛生同業組合 〒690-0842　松江市東本町5丁目31-1　西村ビル２F 0852-27-6060
島根県興行生活衛生同業組合 〒690-0001　松江市東朝日町151		松江東宝５内 0852-28-2100
島根県旅館ホテル生活同業組合 〒690-0852　松江市千鳥町83番地　COCO	MATSUE	2F 0852-21-3882
島根県クリーニング生活衛生同業組合 〒690-0882　松江市大輪町414-9　413号 0852-21-4652

島根県生活衛生同業組合

組 合 ト ピ ッ ク ス

旅館ホテル生活衛生同業組合

　令和５年10月30日（月）
松江ニューアーバンホテル
にて、丸山知事をはじめ、
島根県議会、山陰インバウ
ンド機構、島根県観光連盟、
島根県各部署より計24名
をお招きし、当組合から
17名、合計41名にて島根
県観光施策懇談会を開催致
しました。

　観光宿泊業の諸課題や各地域の
現状等をお伝えし、活発な意見交
換をすることが出来ました。
　今後も組合員からの意見、要望
を伝える場を作り、官民一体となっ
てこれからの観光宿泊業、島根県
を盛り上げていきたいと思います。

島根県観光施策懇談会を開催

島根県からのお知らせ
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日本政策金融公庫からのお知らせ

生活衛生関係の事業を営む皆さまへ

新型コロナウイルス感染症に関する
融資制度のご案内

生活衛生改善貸付（新型コロナウイルス感染症関連）

ご 利 用
いただける方

　生活衛生同業組合等の実施する経営指導を受けている、生活衛生関
係の事業を営む小規模事業者の方で生活衛生同業組合等の長の推薦を
受けた方であって、次の１または２のいずれかに該当する方
　１　新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１ヵ月間等の売

上高または過去６ヵ月（最近１ヵ月を含みます。）の平均売上高が
前５年のいずれかの年の同期と比較して、５％以上減少してい
るまたはこれと同様の状況にある方

　２　債務負担が重くなっている方（注1）

お 使 い み ち 設備資金および運転資金

融 資 限 度 額 1,000万円（別枠）

利　率（年）（注2） 当初３年間：0.70％（別枠の1,000万円以内）（注3）、４年目以降：1.20％

ご 返 済 期 間 【設備資金】20年以内（うち据置期間５年以内）
【運転資金】20年以内（うち据置期間５年以内）

（注１）一定の要件を満たす必要があります。
要件の詳細は、お近くの支店にお問い合せください。

（注２）令和６年１月４日時点で適用される利率です。
（注３）当初３年間（別枠1,000万円以内）に適用される利率の適用限度額は、新型コロナウイルス感染症特

別貸付における当初３年間（6,000万円以内）に適用される適用限度額に含まれます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

　《お問い合わせ先》 
   （公財）島根県生活衛生営業指導センター

☎ 0852-26-0651
   日本政策金融公庫 松江支店（国民生活事業）

☎ 0852-23-2651
   日本政策金融公庫 浜田支店（国民生活事業）

☎ 0855-22-2835

「松江支店の横木です。出雲市
出身で、令和４年に松江支店
の配属となりました。地元島
根の力になれるよう頑張りま
す。よろしくお願いします。」

浜田支店の糸田です。
広島市出身です。趣味は
釣りです。
地域の発展に貢献できる
ように頑張ります。
よろしくお願いします。

「松江支店の石橋です。
趣味はサイクリングです。
事業者様のお力になれるよう、
精一杯頑張ります。お気軽に
ご相談ください。」

しまね生衛だより （9）令和６年１月



生 衛 業 の 皆 様 に 営業相談室のご案内

◆　指導センターの事業計画、各種研修 (クリーニ
ング師研修など )については、ホームページ
(https://seiei-shimane.or.jp/)をご覧下さい。

◎指導センター相談室は毎日午前 10時～
　午後 4時まで（土・日・祝祭日を除く）

　生衛業の皆様の経営の健全化・衛生水準
の維持向上のため、営業相談室を設置して
おります。
　融資相談・経営相談等お気軽にご利用下
さい。
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〒 690-0882　松江市大輪町 414-9　423 号
TEL：0852-26-0651　Fax：0852-26-4684

　毎年11月を「生活衛生同業組合活動推進月間」と定め、関係機関・
団体の協力のもとに、生衛組合の周知工法や組合活動の活性化のた
めの取り組みを重点的に展開しています。
　令和５年度も11月6日に、各生衛組合及び指導センターに加え、
行政や政策金融公庫の出席のもと、連絡会議を開催しました。
　会議では各生衛組合の現状や課題等を検討するとともに、関係機
関の連携強化と組合活動活性化の推進について意見交換しました。

生活衛生同業組合活動推進月間
（衛生水準の確保・向上事業）

　若い人の生衛業についての職業意識の向上と就業を促進
し、後継者の育成を目的として、12月19日（火）　松江西高
等学校において島根県理容生活衛生同業組合講師会のご協
力のもと、２年生127名を対象に４年ぶりとなる後継者育
成支援事業（理容業の出前授業）を開催しました。
　まず、理容業への理解を深めるため、パワーポイントを
使用して理容師になるための資格取得方法を始め、スキル
アップのための競技会が開催されていることや生活スタイ
ルに合わせて勤務形態を選択する
ことも可能であること、また、多
様な活躍の場があることなどが紹
介されました。
　続いて、講師２名によるデモン

ストレーションがあり、時間内にカットを仕上げるプロの技に
参加した生徒さんは真剣な眼差しを向けていました。
　その後、各クラスの生徒代表によるウイッグを使ったカット
体験を行うなど、中身の濃い授業となりました。
　生徒アンケートの中には、「理容について詳しく知ることがで
きてイメージが変わった。」「理容師への興味がわいてきた。」等
など、理容業に対して好印象を持っていただくことができました。

令和5年度　後継者育成支援事業

デモンストレーション

▲　クラス代表によるカット体験　

▲

理容の紹介
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